
国立情報学研究所・情報学プリンシプル研究系・教授

科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

６２６１５

挑戦的研究（開拓）

2022～2019

人工知能の法律遵守機構の実現

Realization of Legal Compliance Mechanism for AI

００２７１６３５研究者番号：

佐藤　健（Satoh, Ken）

研究期間：

１９Ｈ０５４７０・２０Ｋ２０４０６

年 月 日現在  ５   ６ ２６

円    19,700,000

研究成果の概要（和文）：人工知能が社会に進出するにつれ、自動運転車による交通事故など、人工知能が法律
に抵触する状況が出現してきた。この問題を解決するため、本研究では、人工知能に法律を遵守させる機能を開
発した。具多的には、法律および人工知能の仕様を論理プログラム化して、仮説論理プログラミングを用いて人
工知能の仕様の法律との抵触を自動的に検出する手法、法律を人手で論理プログラム化するときの支援手法、法
律を自然言語処理により自動的に論理プログラム化する手法について提案した。

研究成果の概要（英文）：As artificial intelligence is introduced into society, there are situations 
where artificial intelligence is in conflict with the law, such as traffic accidents caused by 
self-driving cars. To solve this problem, in this research, we developed a method to make artificial
 intelligence to be compliant with the law. More specifically, we proposed a method to automatically
 detect the conflict of the artificial intelligence specification with the law by firstly making the
 law and the specification of the artificial intelligence into a logic program and them using 
abductive logic programming. We also proposed a support method for manually translation from law in 
natural language into a logic program and a method by NLP  of automatic translation from law in 
natural language into a logic program.

研究分野： 法とAI

キーワード： 法規範遵守　法とAI　人工知能　矛盾検出　矛盾解消
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研究成果の学術的意義や社会的意義
人工知能が社会に進出することにより、人工知能が実世界と密接に関わる状況が出現してきた。それに従い、人
工知能の引き起こす法律問題が生じるため、第一義的に、人工知能に法律を遵守させる機能を実装することが、
重要になると考えられる。 しかし、技術の急速な進歩に対応して、新しい法律が次々に作られると考えられる
ため、新しい法律を迅速に人工知能に実装する必要がある。本研究はそのような法的規範遵守チェック機構の第
一歩として行った研究であるため、この研究の社会的意義は大きい。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 

 
１．研究開始当初の背景 
人工知能が社会に進出することにより、人工知能が実世界と密接に関わる状況が出現してきた。
それとともに人工知能が引き起こす法律問題も当然生じてくる。たとえば、自動運転車が事故を
起こした場合の損害賠償責任や自律的なソフトウェアエージェントが契約した場合の契約履行
責任等である。そのような問題が生じたときにそれをどのように法律的に解決していくか、とい
うことも重要であるが、第一義的に、人工知能に法律を遵守させる機能を実装することが、重要
になると考えられる。 

申請者は、2013-2015 年に Bath 大学の De Vos 講師および Padget 講師と共同研究を行い、
Bath 大学で開発中の法制度表現言語 InstAL において、法律間の矛盾検出法および、その矛盾
解消法を研究した[Li2013, Li2015]。ただしこの研究では、論理プログラミングにおける解集合
プログラミングを基にしており、知識表現に関数記号が使用できないことや、あらかじめすべて
の述語の変数を定数に置き換えて命題化する（ground 化と呼ぶ）必要があること等に問題があ
り、この問題に対処する必要があった。 
 さらに、技術の急速な進歩に対応して、新しい法律が次々に作られると考えられるため、新し
い法律の遵守機構を迅速に人工知能に実装する必要があるため、法律を機械可読の形式にする
必要があった。 
 
２．研究の目的 
これらの背景を踏まえ、本研究の目的を以下のように設定した。 
(1) 法律および人工知能の仕様を論理プログラム化して、今まで研究してきた矛盾検出および修

正機構を拡張することで、人工知能の仕様の法律との抵触を自動的に検出、修正し、人工知
能自体が自律的に法律を遵守するように自らの行為を変化させる機構を構築する。 

(2) 自然言語で記述された法律を人手で論理プログラミング化する際の支援ツールの開発 
(3) 自然言語で記述された法律に対し自然言語処理を用いて論理プログラム化する。 
 
３．研究の方法 
(1) 矛盾検出機構については、我々が 2009 年から開発してきた法律知識表現言語
PROLEG[Satoh2012a]を基礎とすることにした。PROLEG は、「結論<=要件」という主要ルールと「例
外事由 (結論, 例外)」という例外ルールからなるルールベースと事件の事実を表現する事実ベ
ースから、判決を導くシステムである。PROLEG は、論理プログラミングでもっとも使われてい
る PROLOG との互換性があり[Satoh2012b]、矛盾検出を行うときは PROLEG を PROLOG に変換し、
そのあと PROLOG における仮説論理プログラミング機構を利用して矛盾検出を行うことにした。
修正については、以前に De Vos 講師と Padget 講師との共同研究を行ったときに用いた帰納論
理プログラミングによる手法を援用することにした。 
(2) 自然言語で記述された法律を人手で論理プログラミング化する際の支援ツールの開発にお
いては、Shapiro の Algorithmic Debugging[Shapiro2004]を基本として用いることにした。ただ
し法律では、例外事由が生じるため、論理プログラミングでは PROLEG で扱っている例外事由ま
たは PROLOG で扱っている失敗による否定(Negation As Failure)を含んだ Algorithmic 
Debugging に拡張することを考えた。この問題については、Algorithmic program debugging を
プログラミング言語のデバッグに使用した経験のある、対馬かなえ助教 (NII) および博士課程
学生を研究分担者として加え、共同で進めることにした。 
(3) 自然言語で記述された法律に対し自然言語処理を用いて論理プログラミング化する手法に
ついては、法律の各条文にたいする要件および結論を自動的に分節化し、形式化する必要があっ
た。この分節化を機械的に行うため、法律文書処理を研究している、Nguyen  Le Minh 准教授
（JAIST、申請当時、現教授）を研究分担者として加え、 主に GDPR(General Data Protection 
Regulation) の要件の自動分節化手法を開発することにした。 
 
４．研究成果 
研究の主な成果 
(1) 人工知能の仕様と法律との抵触を検出、修正する機構については以下の成果が得られた。 

① ODRL(Open Digital Rights Language)を用いて、AI の動作に対する GDPR との抵触チ
ェックの手法を開発した[DeVos2019]。具体的には ODRL にて GDPR を記述し、それを
InstAL 言語に翻訳するとともに、AI の動作列を InstAL システムに入力することで
GDPR との抵触を検出する手法を提案した。 

② PROLEG を用いて、AI の動作に対する GDPR との抵触チェックの手法を開発した
[Satoh2019, Sawasaki2022]。[Satoh2019]では、PROLEG により GDPR を記述し、それ
と AI の動作記述を組み合わせることで GDPR との抵触を検出する手法を提案した。
[Sawasaki2022]では、[Satoh2019]を拡張し、PROLEG による GDPR の推論方式をさら
に発展させ、国際的にデータが移動する場合の法的遵守機構について研究した。その
ため PROLEG を各国の法律を別個に表現する方式を開発した。 



③ 人工知能の仕様から仮説論理プログラミングを用いた抵触している状況の発見手法を
開発した[Satoh2023]。AI 仕様および法律に違反したときに検出する Violation 述語
を用意し、さらに事件記述を仮説述語としてあらわすことにより、Violation 述語が
満たされるかを仮説論理プログラミング証明系[Satoh1996]で証明する過程で、その
ような Violation 述語が満たされるための事件記述を仮説として蓄積することによ
り、法律に抵触している状況を発見するようにした。 

なお、コロナ禍のため博士研究員の雇用が遅れ、修正機構に関する検討についてはあまり
できなかった。しかし、同じ論理プログラミングでのより一般的な修正機構を以前に開発
しているので、それを援用する見通しを得た。 

(2) 自然言語で記述された法律を人手で論理プログラミング化する際の支援ツールの開発につ
いては以下の成果が得られた。 
① Algorithmic debugging をベースとした期待された法律結果が得られなかった場合の

正しく論理プログラム化されていない法律条項の同定機構を開発した
[Fungwacharakorn2020, Fungwacharakorn2022]。具体的には期待された法律結果が得
られない場合には、その結果を導くべきルールの要件のどれかが満たされないのが原
因であるため、それを topdown に繰り返し、その満たされない要件が事実述語に至っ
たときのルールがその原因の源であるため、それを出力するアルゴリズムを開発し
た。 

② 事例ベース推論と論理プログラミングの相互変換による例外を伴う法律条項の修正機
構を開発した[Fungwacharakorn2021]。論理プログラムで表現されたルールに対し
て、それをシミュレートする事例ベース推論の事例を自動的に変換する手法を考え、
修正が必要なルールに対しては、それに対する例外要件を事例ベース推論における例
外事例と対応することで、修正ルールを導出するアルゴリズムを開発した。 

(3) 自然言語で記述された法律に対し自然言語処理を用いて論理プログラミング化する手法の
開発については以下の成果が得られた。 
① 法律文書に対する様々な自然言語処理手法の開発を行った。これは自然言語で記述さ

れた法律に対する自然言語処理についていろいろな手法が必要と考えたため、上記の
目的以外の法律文書への自然言語処理技術を開発した[Tran2020, Vu2022]。 
[Tran2020]では法律文書の要約について検討し、[Vu2021]では自然言語処理記述から
AMR(Abstract Meaning Representation)と呼ばれる知識表現への変換について検討し
た。 

② GDPR の条項の結論と要件を分節化して DAPRECO という法律記述言語に変換する手法
を開発した[Nguyen2022]。このために GDPR の一部のルールに結論と要件のアノテー
ションを施し、それに対する深層学習を行って、結論と要件の分離することができ
た。 

 
得られた成果の国内外における位置づけとインパクト 
人工知能が社会に進出することにより、人工知能が実世界と密接に関わる状況が出現してき
た。それに従い、人工知能の引き起こす法律問題が生じるため、第一義的に、人工知能に法律
を遵守させる機能を実装することが、重要になると考えられる。 しかし、技術の急速な進歩に
対応して、新しい法律が次々に作られると考えられるため、新しい法律を迅速に人工知能に実
装する必要がある。本研究はそのような法的規範遵守チェック機構の第一歩として行った研究
であるため、この研究の社会的意義は大きい。 
 
今後の展望 
この研究を通して、ＡＩに規範を理解させることが最重要研究課題であることが判明したため、
自然言語で記述された法律の論理プログラミング化についてのさらなる研究を進める。また、ま
だ自然言語で記述さえされていない法律問題については、それを制御するための法律案が必要
となるが、その法律案の作成サポートについて記号的機械学習を用いて支援システムを開発す
ることを考えている。 

 
当初予期していなかった事情により得られた知見 
2022 年 11 月に ChatGPT が OpenAI から発表され、その高い自然言語処理能力により様々な応用
が考案されつつある。本研究でも自然言語記述の法律を論理プログラミングに変換する手法に
おいて早速 ChatGPT を用いて研究を行っており、変換可能性について、ChatGPT では、ある程度
の法律の構造把握はある程度できるものの、述語の引数について十分な情報を与えることがで
きないことを発見した。 
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